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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計器本体に設けられた回転軸の先端側に装着された指針と、この指針の回動指示する位
置に対応して配設され、透光性の基板に遮光層部分と透過層部分とからなる印刷を施した
指標部が設けられた表示板と、この表示板の背後側に設けられた光源と、を備えてなる指
示計器において、前記表示板には、前記指標部の領域とは別に設けられる透過印刷層と、
その透過印刷層の前面側に設けられ、所定の領域を基準として前記表示板を透過する光量
が漸次変化するように前記透過印刷層を透過照明可能とするグラデーションによる印刷層
からなる第１の透過光量調整層と、前記表示板の裏面側に少なくとも前記第１の透過光量
調整層に対応するように設けられ、所定の領域を基準として前記表示板を透過する光量が
漸次変化するように前記透過印刷層を透過照明可能とする第２の透過光量調整層と、を備
え、前記第１の透過光量調整層は、前記表示板の外側から内側に向かって前記表示板を透
過する光量が漸次増加するように設けられ、前記第２の透過光量調整層は、前記表示板の
外側から内側に向かって前記表示板を透過する光量が漸次減じるように設けてなることを
特徴とする指示計器。
【請求項２】
　前記基板と前記第２の透過光量調整層との間に透過拡散印刷層を備えたことを特徴とす
る請求項１に記載の指示計器。
【請求項３】
　前記指標部と前記第１の透過光量調整層との境目箇所には、前記指標部の輪郭部分に境
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目箇所を明確するための遮光層からなる縁取り部を施してなることを特徴とする請求項１
または請求項２のいずれかに記載の指示計器。
【請求項４】
　前記指標部に設けられた透過層の透過照明色と前記透過印刷層による透過照明色とを異
なる色にて形成してなることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の指示
計器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源からの照射光線で表示板を透過照明する指示計器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば建設機械などの特殊車輌や船舶、あるいは自動車、オートバイ等の計器装
置として、速度計，回転計や燃料計などの運転状況を指示する計器が設けられている。
【０００３】
　光源からの照射光線で表示板を透過照明する従来の指示計器としては、例えば特許文献
１や特許文献２などによって知られている。
【０００４】
　従来の指示計器は、計器本体に設けられた回転軸の先端側に装着された指針と、この指
針の回動指示する位置に対応して配設され、透光性の基板に遮光層部分と透過層部分とか
らなる印刷を施して指標部が形成された表示板と、この表示板の背後側に設けられた光源
と、を備えてなる指示計器において、前記表示板には、その表示板に設けられている透過
照明可能な前記指標部の領域とは別に、透過印刷層を設けるとともに、その透過印刷層の
領域にて所定の領域を基準として表示板を照明する光量が漸次変化するように前記表示板
を透過照明可能とするグラデーションによる印刷層からなる透過光量調整層の前面側に施
してなるものである。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２２２５３８号公報
【特許文献２】特開２００３－２５４７９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述の特許文献１や特許文献２の指示計器にあっては、前面側に施したグラデーション
による印刷層からなる透過光量調整層によって、内側から外側に向かって徐々に明るくな
るように設定しているため、指標部が目立たなくなる可能性があるため、指示計器の見栄
えも良好とは言えず表示品位の点で改善の余地が残されている。
【０００７】
　そこで本発明は、前述の問題点に着目し、透過光量調整層を有する表示板であっても指
標部を鮮明に透過照明することが可能な指示計器を提供することを目的とするものである
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は前述した課題を解決するため、請求項１では、計器本体１に設けられた回転軸
２の先端側に装着された指針３と、この指針３の回動指示する位置に対応して配設され、
透光性の基板１３に遮光層１４部分と透過層４Ａ部分とからなる印刷を施した指標部４が
設けられた表示板５と、この表示板５の背後側に設けられた光源８と、を備えてなる指示
計器において、前記表示板５には、前記指標部４の領域とは別に設けられる透過印刷層２
３と、その透過印刷層２３の前面側に設けられ、所定の領域を基準として前記表示板５を
透過する光量が漸次変化するように前記透過印刷層２３を透過照明可能とするグラデーシ
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ョンによる印刷層からなる第１の透過光量調整層２４と、前記表示板５の裏面側に少なく
とも前記第１の透過光量調整層２４に対応するように設けられ、所定の領域を基準として
前記表示板５を透過する光量が漸次変化するように前記透過印刷層２３を透過照明可能と
する第２の透過光量調整層２５と、を備え、前記第１の透過光量調整層２４は、前記表示
板５の外側から内側に向かって前記表示板５を透過する光量が漸次増加するように設けら
れ、前記第２の透過光量調整層２５は、前記表示板５の外側から内側に向かって前記表示
板５を透過する光量が漸次減じるように設けてなることを特徴とするものである。
【０００９】
　このように構成することにより、表示板５の表面側に設けられた指標部４とその指標部
４領域以外の箇所に設けられたグラデーションによる印刷層からなる第１の透過光量調整
層２４によって見栄えが良好となり、また夜間など表示板５の照明時においては、表示板
５に施された指標部４箇所は印刷による透過照明によって明るく照らし出すことができる
とともに、その指標部４箇所以外に設けた透過印刷層２３箇所はグラデーションによる印
刷層からなる第１の透過光量調整層２４によって表示板５を透過する光量が漸次変化する
ように設けられているが、その第１の透過光量調整層２４に対応する表示板５の裏面箇所
に、所定の領域を基準として表示板５の表面上に施された透過印刷層２３を透過する光量
が漸次変化するように第２の透過光量調整層２５を施すことによって、指標部４の周縁の
領域の透過照明輝度を減じることができ、これにより指標部４を鮮明に透過照明すること
ができ、見栄えの良好な表示板５の照明効果をもたらすことができる。また透過する領域
としてグラデーションによる第１の透過光量調整層２４の濃淡度の度合いとは無関係にし
て、透過印刷層２３から射出される光量を第２の透過光量調整層２５を施すことによって
任意に設定することができ、しかも第１の透過光量調整層２４からなるグラデーションに
よる図柄を介して透過されるため、表示板５の背後に配設された光源８からの照射光線に
よってシルエットとして抜け出るために照明によるムラなども軽減することが可能となる
。
【００１０】
　また、このように構成することにより、表示板５に施された指標部４箇所は印刷による
透過照明によって明るく照らし出すことができるとともに、指標部４の周縁の領域の透過
照明輝度を平均的に減じることができ、これにより指標部４を鮮明に透過照明することが
でき、見栄えの良好な表示板５の照明効果を得ることができる。
【００１１】
　また請求項２では、請求項１に記載の指示計器において、前記基板１３と前記第２の透
過光量調整層２５との間に透過拡散印刷層２６を備えたことを特徴とするものである。
【００１２】
　このように構成することにより、第２の透過光量調整層２５の前面側に透過拡散印刷層
２６を設けることにより、光源８からの照射光線によって生じやすい第２の透過光量調整
層２５の輪郭部分による境目となる影が表示板５の表面側に見えてしまうことを透過拡散
印刷層２６によって暈かすことができ、これにより、表示板５全体の透過照明によるムラ
なども軽減することができる。
【００１３】
　また請求項３では、請求項１または請求項２のいずれかに記載の指示計器において、前
記指標部４と前記第１の透過光量調整層２４との境目箇所には、前記指標部４の輪郭部分
に境目箇所を明確するための遮光層からなる縁取り部１４Ａを施してなることを特徴とす
るものである。
【００１４】
　このように構成することにより、指標部４は、遮光層からなる縁取り部１４Ａによって
第１の透過光量調整層２４との境目箇所を仕切ることができ、指標部４の輪郭を鮮明に現
出することができる。
【００１５】
　また請求項４では、請求項１から請求項３のいずれかに記載の指示計器において、前記
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指標部４に設けられた透過層（半透過性表示層４Ａ）の透過照明色と前記透過印刷層２３
による透過照明色とを異なる色にて形成してなることを特徴とするものである。
【００１６】
　このように構成することにより、表示板５上の指標部４箇所が透過照明によって明るく
照らし出されるとともに、指標部４の照明色とグラデーションによる印刷層からなる第１
の透過光量調整層２４と重なり合っている透過印刷層２３からの透過照明色とがそれぞれ
異なる色合いにて色別されて浮かび上がって見えるため、鮮やかで見栄えが良好な表示板
の照明効果をもたらすことができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明による指示計器においては、表示板５の表面側に設けられた指標部４とその指標
部４領域以外の箇所に設けられたグラデーションによる印刷層からなる第１の透過光量調
整層２４によって見栄えが良好となり、また夜間など表示板５の照明時においては、表示
板５に施された指標部４箇所は印刷による透過照明によって明るく照らし出すことができ
る。また、指標部４箇所以外に設けた透過印刷層２３箇所はグラデーションによる印刷層
からなる第１の透過光量調整層２４によって表示板５を透過する光量が漸次変化するよう
に設けられているが、その第１の透過光量調整層２４に対応する表示板５の裏面箇所に、
所定の領域を基準として前記表示板５を透過する光量が漸次変化するように表示板５の表
面上に施された透過印刷層２３を透過照明可能とする第２の透過光量調整層２５を施すこ
とによって、指標部４の周縁の領域の透過照明輝度を減じることができ、これにより指標
部４を鮮明に透過照明することができ、見栄えの良好な表示板５の照明効果をもたらすこ
とができる。また透過する領域としてグラデーションによる第１の透過光量調整層２４の
濃淡度の度合いとは無関係にして、透過印刷層２３から射出される光量を第２の透過光量
調整層２５を施すことによって任意に設定することができ、しかも第１の透過光量調整層
２４からなるグラデーションによる図柄を介して透過されるため、表示板５の背後に配設
された光源８からの照射光線によってシルエットとして抜け出るために照明によるムラな
ども軽減することが可能となり、初期の目的を達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態である車両用の指示計器を示す正面図である。
【図２】図２は、図１の主要部である指示計器における表示板を含む照明装置の要部を示
す概略断面図である。
【図３】図３は、第１の実施形態である表示板の主要部を示す概略正面図とその拡大断面
図である。
【図４】図４は、本発明の第２の実施形態である表示板の主要部を示す概略正面図とその
拡大断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の照明装置を車輌用の指示計器に適用した実施形態として説明する。以下本発明
の実施形態を添付図面に基づいて説明する。
【００２０】
　図１から図３は本発明の指示計器の第１の実施形態を示すもので、計器本体１の回転軸
２の先端側に装着され、回転軸２を中心に回転する指針３と、この指針３の背面側に位置
し透過照明される目盛や数字や記号などからなる指標部４が施された表示板５と、この表
示板５の背面側に位置するガラスエポキシ樹脂からなる硬質の回路基板６と、この回路基
板６上に設けられ、それぞれ指針３と表示板５を照明する光源である発光ダイオード７，
８と、それぞれの計器本体１を区画するとともに、指針３を照明するための発光ダイオー
ド７と表示板８側を照明するための照明領域を区画する合成樹脂製の枠体９に設けられた
円筒形の仕切壁９Ａと、によってそれぞれ照明する区域に区画して構成している。なお、
前記回路基板６の背後には前記回転軸２を回動する計器本体１が取付固定されている。
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【００２１】
　指針３は指示部１０と回転軸２に固定される指針基部１１が透明な合成樹脂で一体に形
成されており、指針基部１１は遮光性の合成樹脂からなる指針キャップ１２で覆われてい
る。指示部１０は発光ダイオード７の光を受けて発光するものである。
【００２２】
　表示板５は透明な合成樹脂からなる平板状の基板１３からなり、その表面（図中上側の
面）に、目盛や数字あるいは記号などの指標部４箇所に例えば白色の半透過性表示層４Ａ
を形成し、その指標部４箇所を除いて表示板５の表面全体に遮光性の黒色の地色層１４が
施されている。
【００２３】
　また指針発光用としての発光ダイオード７は円筒形の仕切壁９Ａの内側に位置し、回転
軸２の近傍に回転軸２を中心として円形状に取り巻いて複数設けられ、この発光ダイオー
ド７の照射光線を指針３の指針基部１１から指示部１１側へと導くための導光体１５が前
記円筒形の仕切壁９Ａの内側に配設されている。
【００２４】
　また、表示板５の指標部４を透過照明する発光ダイオード８は円筒形の仕切壁９Ａの外
側を円形状に取り巻いて複数設けられ、この発光ダイオード８からの照射光線を表示板５
の指標部４側へと導くための導光体１６が配設され、この導光体１６と前記指針照明用の
導光体１５とは連結部１７を介して一体に形成されるとともに、導光体１５，１６は前記
枠体９と一体に形成されたライトケース１８に支持されている。
【００２５】
　また指針照明用の導光体１５と表示板照明用の導光体１６とが表示板５と回路基板６と
の間に位置し、ポリカーボネートやアクリルなどの透光性の合成樹脂からなり、本実施形
態では色の付いていない無色透明の材料を使用している。
【００２６】
　この場合、中央に位置した速度計からなる指示計器にあっては、導光体１６は発光ダイ
オード８からの光を受ける受光部１９と、受光部１９で受光した光線を表示板５に施した
指標部４側へと導くように反射面２０を備えている。受光部１９は発光ダイオード８に対
応した部分にのみ発光ダイオード８方向に突出形成されている。反射面２０は回転軸２を
取り巻く逆円錐面形でその断面形状は受光部１９で受光した光線を指標部４の方向へ反射
する複数の傾斜平面で形成されている。
【００２７】
　また導光体１６には、導光体１６の反射面２０によって反射された光線がライトケース
１８へと射出するように設けられた照射部２１が形成されており、本実施形態ではその断
面形状が垂直面に形成されている。
【００２８】
　またライトケース１８の内面側の周辺部には反射部２２が形成され、この反射部２２は
、表示板５側に向けて湾曲しており、その反射部２２の内面部分によって導光体１６の照
射部２１からの射出された光線を指標部４側に反射拡散するように構成している。反射部
２２をその断面形状を曲面とすることにより、反射した光が指標部４方向に効率よく反射
拡散することができるようにしている。
【００２９】
　また表示板５には、その表示板５に設けられている透過照明可能な指標部４の領域とは
別に、例えば青色の透過印刷層２３を設けるとともに、その透過印刷層２３の領域にて所
定の点、この実施形態にあっては、計器本体１の回転軸２を基準（指針３の回転中心位置
を基準）として表示板５を透過する光量が所定の単位面積当たりに対して漸次変化するよ
うに表示板５を透過照明可能とするグラデーションによる黒色のドット印刷層からなる第
１の透過光量調整層２４が前記透過印刷層２３の前面側に施されて構成されている。
【００３０】
　表示板５上の透過印刷層２３は、指標部４と同様に、発光ダイオード８から照射された
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光線が導光体１５を介して導光体１５の照射部２１へと射出され、この射出された光線が
ライトケース１６の内面側の反射部２２を反射して照射されることにより透過照明される
ように構成されている。
【００３１】
　また、表示板５の裏面側には、第１の透過光量調整層２４に対応するように設けられ、
所定の領域を基準として表示板５を透過する光量が漸次変化するように透過印刷層２３を
透過照明可能とする第２の透過光量調整層２５が施されて構成されている。
【００３２】
　また、本実施形態にあっては、透過印刷層２３上に施される第１の透過光量調整層２４
は、基板１３（文字板５）の内側から外側に向かって基板１３を透過する光量が所定の単
位面積当たりに対して漸次増加するように設けられ、第２の透過光量調整層２５は、基板
１３の内側から外側に向かって前記基板１３を透過する光量が漸次減じるように設けられ
ている。
【００３３】
　なお、この実施形態では、指標部４の一部を構成する目盛部分は地色層１４の領域に位
置しているが、その他の指標部４を構成する白色の半透過性表示層４Ａからなる数字や記
号はグラデーションによる黒色のドット印刷層からなる第１の透過光量調整層２４の領域
内に設けて構成している。この場合、白色の半透過性表示層４Ａからなる数字や記号と、
黒色の印刷層からなる第１の透過光量調整層２４との輪郭部分にはその境目を明確にする
ために地色層１４にて縁取り部１４Ａが施されている。
【００３４】
　次に本実施形態における照明方法について説明する。指針発光用としての発光ダイオー
ド７から照射される光線は、導光体１５の内部へと導かれ、その導光体１５の上端部から
射出されて指針３に設けられた指針基部１１へと入光し、指示部１０が発光する。
【００３５】
　また発光ダイオード８から照射される光線は、導光体１６の受光部１９から上方に向か
い導光体１６内に入り、反射面２０で反射されて横方向へと導光され、照射部２１によっ
て光線が射出され、射出された光線は、ライトケース１８の反射部２２によって反射拡散
されて、指標部４の半透過性表示層４Ａが白色で透過照明される。またこれと同時に、本
実施形態におけるグラデーションによる黒色の印刷層からなる第１の透過光量調整層２４
を施してある領域においては、その領域に設けた透過印刷層２３箇所はグラデーションに
よる印刷層からなる第１の透過光量調整層２４によって表示板５を透過する領域が漸次変
化するように設けられているため、表示板５全体が立体的に見え、見栄えの良好な表示板
５の照明効果をもたらすことができ、これにより斬新な照明装置を提供することができる
。
【００３６】
　また透過する領域としてグラデーションによる第１の透過光量調整層２４の濃淡度の度
合いによって、透過印刷層２３から射出される光量が設定され、グラデーションによる図
柄を介して透過されるため、表示板５の背後から照射される光源８からの照射光線が表示
板５上の透過印刷層２３箇所を部分的に明るく照らし出したとしてもグラデーションによ
る黒色の印刷層からなる第１の透過光量調整層２４によってシルエットとして抜け出るた
めに、照明によるムラを軽減することが可能となる。
【００３７】
　また、この実施形態におけるグラデーションによる黒色の印刷層からなる第２の透過光
量調整層２５を施してある領域においては、その領域に設けた透過印刷層２３箇所は第１
の透過光量調整層２４と第２の透過光量調整層２５とで、透過印刷層２３箇所を透過する
光量がほぼ均等な明るさとなるように設けられているため、指標部４を鮮明に透過照明す
ることができる。
【００３８】
　なお、本実施形態では、透過印刷層２３上に施される第１の透過光量調整層２４は、文
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字板５の内側から外側に向かって文字板５を透過する光量が所定の単位面積当たりに対し
て漸次増加するように設けられ、第２の透過光量調整層２５は、文字板５の内側から外側
に向かって文字板５を透過する光量が漸次減じるように設けられるようにしたが、第１の
透過光量調整層２４が表示板５の外側から内側に向かって表示板５を透過する光量が漸次
増加するようなデザイン要求があった場合には、第２の透過光量調整層２５は、表示板５
の外側から内側に向かって表示板５を透過する光量が漸次減じるように設けてなるように
しても良い。
【００３９】
　また、表示板５上の指標部４と第１の透過光量調整層２４との境目箇所には、指標部４
の輪郭部分に境目箇所を明確するための遮光層からなる縁取り部１４Ａを施してなること
により、指標部４は、遮光層からなる縁取り部１４Ａによって第１の透過光量調整層２４
との境目箇所を仕切ることができ、指標部４の輪郭を鮮明に現出することができる。
【００４０】
　また、指標部４に設けられた透過層である白色の半透過性表示層４Ａの透過照明色と、
その指標部４の領域とは別に設けられた透過印刷層２３による青色の透過照明色とが異な
る色にて形成してなることにより、表示板５上の指標部４箇所が白色にて透過照明され、
明るく照らし出されるとともに、グラデーションによる印刷層からなる第１の透過光量調
整層２４と重なり合っている透過印刷層２３による青色の透過照明色とがそれぞれ異なる
色合いにて色別されて浮かび上がって見えるため、鮮やかで見栄えが良好な表示板５の照
明効果をもたらすことができる。
【００４１】
　図４は本発明の第２の実施形態例を示すもので、前述して第１の実施形態と同一部分、
均等箇所については同一符号を付して説明する。
【００４２】
　同図において、第１の実施形態と同様にして、表示板５は透明な合成樹脂からなる平板
状の基板１３からなり、その表面（図中上側の面）に、目盛や数字あるいは記号などの指
標部４箇所に例えば白色の半透過性表示層４Ａを形成し、その指標部４箇所を除いて表示
板５の表面全体に遮光性の黒色の地色層１４が施されている。なお、この実施形態におけ
る表示板５の基板１３としては、透過性を有する合成樹脂製、例えばポリカーボネート樹
脂による0,5ｍｍの板厚からなる比較的薄いシート板にて形成されている。
【００４３】
　また表示板５には、前述した第１の実施形態とほぼ同様にして、表示板５に設けられて
いる透過照明可能な指標部４の領域とは別に、例えば青色の透過印刷層２３を設けるとと
もに、その透過印刷層２３の領域にて所定の点、この実施形態にあっては、計器本体１の
回転軸２を基準（指針３の回転中心位置を基準）として表示板５を透過する光量が所定の
単位面積当たりに対して漸次変化するように表示板５を透過照明可能とするグラデーショ
ンによる黒色のドット印刷層からなる第１の透過光量調整層２４が前記透過印刷層２３の
前面側に施されている。
【００４４】
　また、表示板５の裏面側には、第１の透過光量調整層２４に対応するように設けられ、
所定の領域を基準として表示板５を透過する光量が漸次変化するように透過印刷層２３を
透過照明可能とする第２の透過光量調整層２５が施されている。
【００４５】
　また、表示板５の裏面側には、表示板５の基板１３と第２の透過光量調整層２５との間
に白色の印刷層からなる透過拡散印刷層２６が基板１３の裏面側全体に印刷形成されてい
る。
【００４６】
　また、本実施形態にあっては、透過印刷層２３上に施される第１の透過光量調整層２４
は、基板１３（文字板５）の外側から内側に向かって基板１３を透過する光量が所定の単
位面積当たりに対して漸次増加するように設けられ、第２の透過光量調整層２５は、基板
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１３の外側から内側に向かって前記基板１３を透過する光量が漸次減じるように設けられ
ている。
【００４７】
　なお、指標部４の一部を構成する目盛部分は地色層１４の領域に位置しているが、その
他の指標部４を構成する白色の半透過性表示層４Ａからなる数字や記号はグラデーション
による黒色のドット印刷層からなる第１の透過光量調整層２４の領域内に設けられている
。この場合、白色の半透過性表示層４Ａからなる数字や記号と、黒色の印刷層からなる第
１の透過光量調整層２４との輪郭部分にはその境目を明確にするために地色層１４にて縁
取り部１４Ａが施されている。
【００４８】
　上記構成からなる表示板５にあっては、前述した第１の実施形態とほぼ同様にして、光
源である発光ダイオード８からの照射光線によって指標部４の半透過性表示層４Ａが白色
で透過照明されると同時に、グラデーションによる黒色の印刷層からなる透過光量調整層
２４が施されている領域に設けられた透過印刷層２３箇所は、グラデーションによる印刷
層からなる第１の透過光量調整層２４と表示板５の裏面側に施された第２の透過光量調整
層２５によって表示板５を透過する光量をほぼ均一的に透過照明することができる。
【００４９】
　この際、本実施形態においては、基板１３と第２の透過光量調整層２５との間に白色の
印刷層からなる透過拡散印刷層２６を備えたことにより、第２の透過光量調整層２５の前
面側に透過拡散印刷層２６を設けることにより、光源である発光ダイオード８からの照射
光線によって生じやすい第２の透過光量調整層２５の輪郭部分による境目となる影が比較
的に薄い基板１３からなる表示板５の表面側に透けて見えてしまうことを透過拡散印刷層
２６によって暈かすことができ、これにより、表示板５全体の透過照明によるムラなども
軽減することができる。
【００５０】
　また、本実施形態におけるグラデーションによる黒色の印刷層からなる第１の透過光量
調整層２４を施してある領域においては、その領域に設けた透過印刷層２３箇所はグラデ
ーションによる印刷層からなる第１の透過光量調整層２４によって表示板５を透過する領
域が漸次変化するように設けられているため、表示板５全体が立体的に見え、見栄えの良
好な表示板５の照明効果をもたらすこともでき、これにより斬新な照明装置を提供するこ
とができる。
【００５１】
　また、前述した第１の実施形態と同様にして、表示板５上の指標部４と第１の透過光量
調整層２４との境目箇所には、指標部４の輪郭部分に境目箇所を明確にするための遮光層
からなる縁取り部１４Ａを施してなることにより、指標部４は、遮光層からなる縁取り部
１４Ａによって第１の透過光量調整層２４との境目箇所を仕切ることができ、指標部４の
輪郭を鮮明に現出することができるものであり、指標部４に設けられた透過層である白色
の半透過性表示層４Ａの透過照明色と、その指標部４の領域とは別に設けられた透過印刷
層２３による青色の透過照明色とが異なる色にて形成されることにより、表示板５上の指
標部４箇所が白色にて透過照明された明るく照らし出されるとともに、グラデーションに
よる印刷層からなる第１の透過光量調整層２４と重なり合っている透過印刷層２３による
青色の透過照明色とがそれぞれ異なる色合いにて色別されて浮かび上がって見えるため、
鮮やかで見栄えが良好な表示板５の照明効果をもたらすことができる。
【００５２】
　なお本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく本発明の要旨の範囲内において
種々の変形実施が可能であり、例えば表示板５に設けた指標部４やグラデーションによる
図柄を介して透過される透過印刷層２３箇所の照明色を変更する場合、光源である発光ダ
イオード８の発光色を変更したり、あるいは着色フィルタを介して透過照明することによ
り、照明色を適宜設定することも可能である。また表示板５の表面側あるいは裏面側に施
す各印刷層については、仕様に合わせて適宜設定すればよいものであり、例えば奥行き感
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ョンによる図柄（実施形態ではドット印刷により形成）を変更することにより照明ムラな
ども軽減することが可能となるものである。この場合、グラデーションによる図柄として
格子状の模様や亀甲模様などにて濃淡度の度合いが変化するように設定することによりデ
ザイン性に優れ、加えて照明ムラのない透過照明を行うことが可能となる。また、指針３
を照明する必要のない指示計器であれば、発光ダイオード７を設ける必要はなく、表示板
５専用の発光ダイオード８のみ設ける構成としても良いものである。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　また、前述した実施形態において詳述したように、自動車などの車両用の指示計器を例
にして説明したが、車両用計器に限らず船舶用計器あるいは農業用機械や建設機械などの
特殊車両の指示計器などにおいても適用することが可能である。
【符号の説明】
【００５４】
　　　１　　計器本体
　　　２　　回転軸
　　　３　　指針
　　　４　　指標部
　　　４Ａ　　半透過性表示層（透過層）
　　　５　　表示板
　　　６　　回路基板
　　　７　　発光ダイオード（光源）
　　　８　　発光ダイオード（光源）
　　　９　　枠体
　　１３　　基板
　　１４　　地色層（遮光層）
　　１４Ａ　　縁取り部
　　１５　　導光体
　　１６　　導光体
　　１８　　ライトケース
　　１９　　受光部
　　２０　　反射面
　　２１　　照射部
　　２２　　反射部
　　２３　　透過印刷層
　　２４　　第１の透過光量調整層
　　２５　　第２の透過光量調整層
　　２６　　透過拡散印刷層
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【図４】



(11) JP 5158457 B2 2013.3.6

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００３－２２２５３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６４－００２１９８（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平１１－０３０５３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０３１６３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０７１３０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３４１７９５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｄ　　　７／００
              Ｇ０１Ｄ　　１１／２８　　　　
              Ｇ０１Ｄ　　１３／０４　　　　
              Ｂ６０Ｋ　　３５／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

